
 

 

特色ある県立高校づくり懇談会について 
 
 

 

高校教育課 

 

 

１ 目的 

  生徒や地域の期待に応える特色ある県立高校とするため、有識者や様々な立場の方々から

幅広く意見などを求め、新たな学びや学校づくりに反映させる。 

 

 

２ 内容 

  特色ある県立高校づくり懇談会の開催 

 

（１）想定議題 

  ・中学生と産業界等の期待を踏まえた学校づくりについて 

  ・県立高校の特色化・魅力化について 

  ・地域との連携のあり方について 

 

（２）想定構成員 

   有識者、ＰＴＡ、教育関係者、産業界、地域の代表者 など 

 

 

３ スケジュール 

 ・令和５年６月  懇談会立ち上げ 

 ・令和６年３月   特色化に関する方針決定 

 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

 1月 2月 3 月 4月  5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月 4月 

特色化懇談会             ①       ②    ③      ④     ⑤  

教育委員会 

   

  

 

 

一部 

R6年度 

予算反映 

方針 
決定 

 ・局内調整、知事部局と協議 

・学校協議開始 

 学校づくりに反映 
R7年度予算化 

中間まとめ 検討 検討 最終まとめ 



特色ある県立高校づくり懇談会 開催要綱 

 

 

（目 的） 

第１ 生徒や地域の期待に応える特色ある県立高校とするため、有識者や様々な方々から幅広 

 く意見などを求め、新たな学びや学校づくりに反映することを目的に、特色ある県立高校づ

くり懇談会（以下「懇談会」という。）を開催する。 

  なお、懇談会は、地方自治法第 138条の４第３項の規定による法律又は条例により設置さ 

れた附属機関ではない。 

 

（構成員及び実施方法） 

第２ 懇談会は、構成員 15名以内とする。 

２ 構成員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が依頼す 

る。 

３ 懇談会に座長を置く。 

４ 必要に応じ、構成員以外の者の出席者を求め、その意見を聴くことができる。 

 

（開催期間） 

第３ 懇談会は、令和６年３月 31日までの間、開催するものとする。 

 

（雑 則） 

第４ この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関して必要な事項は、別に定める。 

 

   附則 

 この要綱は、令和５年５月 16日から施行する。 


